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農作業中における熱中症予防対策の徹底について

日頃より、労働行政及び

さて、昨年１年間の職場における全国の熱中症の発生状況を見ると、死亡を含む休業

４日以上の死傷者数は 1,681 人、うち死亡者数は 15 人となっており、死亡者数は減

少したものの、死傷者数は前年比約４割の大幅な増加となっています。

また、山口県内における休業４日以上の死傷者数は前年から減少し 21 人となりまし

たが、過去 10年の統計では特に屋外作業における発生が多くの割合を占めており、令和

５年７月には 20 歳代の作業者が草刈り作業中に熱中症の疑いによって死亡するなど令

和５年からの死亡者数は ４ 人となっています。

こうした状況から、熱中症予防対策のさらなる推進のため本年３月に「職場における

熱中症防止のためのガイドライン」が策定され、厚生労働省では、令和８年「ＳＴＯＰ！

熱中症 クールワークキャンペーン」を展開し、特に、①湿球黒球温度の値（WBGT 値）

の把握とその値に応じた熱中症予防対策を適切に実施すること、②熱中症の重篤化によ

る死亡災害を防止するため、「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するため

の措置の実施手順の作成」、「関係作業者への周知」を行うこと、③糖尿病、高血圧症

など熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病を有する者に対して医師等の意見

を踏まえた配慮を行うこと、に重点を置いた取組を呼びかけています。

さらに、農林水産省では、４～６月を「熱中症対策研修実施強化期間」として位置

づけ、暑さが本格化する前から熱中症対策に向けた研修の実施や注意喚起による農作

業中の熱中症対策の徹底を図っております。

つきましては、夏季の気温の急上昇に伴い、熱中症発症の増加が懸念されることか

ら、農業者等に対して熱中症の予防に関する情報の周知を図るとともに、熱中症の発

症及び重篤化の防止に取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

【添付資料】

資料１ ＳＴＯＰ！熱中症（厚労省）

資料２ 職場における熱中症対策の強化について（厚労省）

資料３ 熱中症予防対策セミナーを開催します（厚労省）※申込は締切済み

資料４ 農作業中の熱中症を予防しましょう（農水省）

資料５ 農作業における熱中症等対策研修テキスト（農水省）
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山口県内における熱中症による休業４日以上の労働災害は、過去10年間で
129件発生し、令和５、６年には連続して死亡災害も発生しています。
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梅雨が明ける７月以降から、特に注意が
必要です。

屋外だけでなく、屋内での作業でも注意が
必要です。

午前中であっても油断せず、作業ペースの調整、こまめな休憩・水分補給を心がけましょう。

厚生労働省山口労働局

時間別 気温がピークとなる昼前から要注意！

年別 暑い夏に要注意！

月別 ７月に入ったら要注意！ 業種別 屋外作業は要注意！



１ 暑さ指数を把握しましょう

２ 暑さ指数に応じた対策をしましょう

１
熱中症のおそれがある人を見つけたときに

すぐに報告できる体制を整えておきましょう

２
熱中症のおそれがある人を見つけたときに

行うべき手順を作っておきましょう

体調不良者が発生したとき

緊急連絡先：000-0000-0000
担当者：●● ●●

熱中症発生時の手順

①作業離脱、身体冷却
②救急隊要請
③医療機関への搬送

服装 プレクーリング

水分・塩分の摂取作業時間の短縮休憩場所の整備

日常の健康管理

暑さ指数（WBGT）とは？
熱中症を防ぐための「暑さの目安」です。
気温・湿度・日ざしを考えるので同じ気温
でも危険度が変わります。

一人にしない

作業離脱 身体冷却

救急隊の要請

職場における
熱中症予防情報サイト
【厚生労働省HP】

https://neccyusho.mhlw.go.jp/

職場における
熱中症防止のための

ガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/content/
11201250/001676048.pdf

参考情報

詳しくはこちら➡【環境省ＨＰ】

（R8.3）

令和７年

義務化

厚生労働省山口労働局

体制と手順は
周知しましょう
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

農作業中の熱中症を
予防しましょう!!

農作業中の熱中症が急増

予防のポイント
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熱中症等による死亡事故が急増しています!
４月１日～６月30日は熱中症等対策研修強化期間です。

各地域で開催される研修に参加しましょう!



熱中症対策アイテム

熱中症対策

熱中症が疑われる場合には

•
•
•

•
•
•

7月～9月は“夏の熱中症等対策声かけ期間”
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